
船舶事故調査報告書 

令和３年１２月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１２月２５日 １２時３５分ごろ 

発生場所 大分県大分市大分港乙津地区公共埠頭 

 大分港乙津東防波堤灯台から真方位１５８°１.１海里付近 

 （概位 北緯３３°１５.７′ 東経１３１°４０.３′） 

事故の概要  貨物船兼砂利採取運搬船天旺
てんおう

丸は、離岸作業中、着岸中の引船早吸
はやすい

に衝突した。 

事故調査の経過 令和３年２月２５日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船兼砂利採取運搬船 天旺丸、７４９トン 

１３５４４３、御前崎海運株式会社 

Ｂ 引船 早吸、１９６トン 

   １４２４１４、鶴崎海陸運輸株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ６、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

大分県には、１２月２４日１５時４５分に強風注意報が発表され、 

本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、船首及び船尾からそれぞれ錨

を右舷後方に投錨し、船首を南に向けて左舷着けで接岸していた大分

港乙津地区公共岸壁から同港日吉原地区に向かう目的で、離岸作業を

開始した。 

Ａ船は、船首からの係留索１本を残し、船尾を右舷方に振ったの

ち、船長Ａが、主機を微速力後進とし、バウスラスターを始動させて

船首及び船尾の錨鎖を巻き始めると同時に係留索を放したところ、右

舷船尾方からの北西の強風を受けて、前方に圧流され、半速力後進と

したものの間に合わず、船首部が約１０ｍ船首方に船首を北に向けて

右舷着けで着岸していたＢ船の右舷船首部に衝突した。 

船長Ａは、投錨していたので、風が強くても離岸できると思ってい

たが、船尾からの錨鎖を巻き上げても、Ａ船の船首方への動きを止め

ることができなかったので、船尾から投錨した錨が効かなかったと本

事故後に思った。 



Ｂ船は、船長Ｂほか７人が乗り組み、大分港乙津地区公共岸壁のＡ

船の船首方約１０ｍに船首を北に向けて右舷着けで着岸し、乗組員が

全員下船して無人の状態であったところ、右舷船首部にＡ船の船首部

が衝突した。 

分析  Ａ船は、右舷船尾方から北西の強風を受ける状況下、投錨して離岸

作業中、船長Ａが、強風下でも離岸できると思い、離岸作業を続けた

ことから、主機を後進とし、錨鎖を巻き始めると同時に係留索を放し

たところ、前方に流され、半速力後進としたものの、着岸中のＢ船に

衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、無人の状態で着岸中、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が右舷船尾方から北西の強風を受ける状況下、投錨

して離岸作業中、Ｂ船が着岸中、船長Ａが、強風下でも離岸できると

思い、離岸作業を続けたため、主機を後進とし、錨鎖を巻き始めると

同時に係留索を放したところ、前方に圧流され、半速力後進としたも

のの、着岸中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、気象、海象に応じた適切な離岸作業方法を検討し、実施

すること。また、単独での離岸が困難と判断した場合、タグボー

トの使用を考慮し、または出航を延期する等の措置をとること。 

 


